
〔別紙〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 本庁舎モジュールチラー保守点検業務 

 契 約 業 者 名 日本キャリア株式会社 関西支社 

 随意契約の理由 

 

    地方自治法施行令第１６７条の２第１項第 ２ 号に該当 

    

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

 当該機器は、本庁舎空調用冷温水を製造している機器であり、庁舎空調管理に必要不可欠

な設備である。                                                   

適正な空調管理のために、本業務を行い、当該機器の故障保全につとめるものである。                                                        

本機器（モジュールチラー ＲＵＡ－ＧＰ512ＦＫＺＧＶ６モジュール × 2セット）は、上記

業者が独自の規格をもって製造したもので、本業務に必要な機器内部の機能及び構造の詳細は

上記業者しか知り得ないため、機器調整は他業者では出来ない。                                   

以上の理由により、上記業者との随意契約を行うものである。 

担当部署 

（問合せ先） 

 

行財政局 庁舎課 （電話番号 ３２２－５０６７ ） 

 

 


